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１．工事技術調査の概要 
 
１-１．調査対象工事名称 

（１）令和３年度 街路整備事業 西条中央巡回線（寺家工区）道路改良工事 

（２）令和４年度 街路整備事業 丸山楢原線２工区道路改良工事 
 

１-２．調査実施日 

令和５年１月２６日（木）：書類調査 

令和５年１月２７日（金）：現地調査、講評 
 

１-３．調査場所 

東広島市役所監査委員事務局及び当該工事現場 
 

１-４．調査立会者 

監査委員事務局 

代表監査委員   水戸 晃 （１月２７日） 

監査委員    重河 格 （１月２７日） 

監査委員    奥谷 求 （１月２７日） 

監査委員事務局職員 
 

１-５．監督担当部課出席者 

都市部都市整備課職員 
 

１-６．技術調査業務（報告書共）実施技術士 

協同組合 総合技術士連合    阿野 一雄 

技術士（建設部門/総合技術監理部門）     

〒530-0047  

大阪市北区西天満５丁目１番１９号（高木ビル４０８）    

ＴＥＬ：06-6311-1145 ＦＡＸ：06-6311-1146   
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１-７．調査の目的 

工事全体に関して、技術的な立場から①事業計画、②調査・設計、③積算、④工

事監理、⑤工事施工管理に関する事項、並びに当該業務実施に伴う①入札、②契約、  

③行政運営、④その他関連業務等に関する事項に対して、それぞれ調査を実施した。 

以上の観点から工事の各段階における業務の進め方や業務内容の妥当性を検証し、

工事が適正に実施されているかの確認及び改善点についての助言を行うことを目的

とした。 
 

１-８．調査の方法 

調査にあたっては、工事技術調書、設計図書（設計書、特記仕様書、工程表、設

計図面）、施工計画書を郵送により受取り、これらの資料に基づいて工事内容を確

認し理解した。 

調査当日は限られた時間であるため、あらかじめ事業全体の内容、工事着手前ま

での各段階の技術事項及び着手後の工事施工を中心とする施工管理等の技術事項に

ついて質問事項を作成し、監査委員事務局へメール送付した。この回答に基づいて

重要な事項に着目し、当日の質疑応答を行いながら書類を中心とした調査を実施し

た。 

一方、工事現場における現地調査において、工事現場を取巻く周辺の環境条件、

工事の作業内容や施工の状況、安全衛生管理を中心とする工事施工管理状況につい

て現地確認を行った。 
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２．西条中央巡回線（寺家工区）道路改良工事の技術調査 
 
２-１．工事概要 

（１）工事名称 

   令和３年度 街路整備事業 西条中央巡回線（寺家工区）道路改良工事 

（２）工事場所 

   東広島市西条町下見、寺家 

（３）工事契約 

   契約方法：一般競争入札（総合評価落札方式適用工事（簡易Ⅱ型）） 

   予定価格：１４８，１８３，２００円（税込み） 

落札金額：１３３，４３０，０００円（税込み） （落札率 ９０．０％） 

契約会社：株式会社 上垣組 

（４）工期 

   当初契約工期：令和３年８月４日～令和４年３月３１日 

   第１回目変更：令和３年８月４日～令和４年９月１５日 

   第２回目変更：令和３年８月４日～令和５年３月３１日 

（５）工事数量 

   延長 Ｌ = 500 ｍ 幅員 Ｗ = 17.0 ｍ     

道路土工  掘削工     Ｖ = 1,510 ㎥ 

路床盛土    Ｖ =   800 ㎥ 

擁壁工  現場打擁壁工    Ｖ =   362 ㎥ 

排水構造物工 街渠側溝    Ｌ =   417 ｍ 

現場打水路    Ｌ =   324 ｍ 

舗装工  本線アスファルト車道舗装  Ａ = 1,750 ㎡ 

本線アスファルト車道仮舗装 Ａ =   311 ㎡ 

縁石工  歩車道境界ブロック   Ｌ =   427 ｍ 

（６）事業目的 

本路線は近隣に位置する三ツ城小学校及び寺西小学校の通学路（学校指定）とな

っているが、現道は狭路で歩道がなく危険な状態となっており、歩行者の安全確保

が求められる。 

令和３年通学路合同点検の結果、道路管理者による対策必要箇所として抽出さ

れ、関係機関が実施する安全教育によるソフト面での対策に加え、道路拡幅による

歩道設置を行い、通学路の安全を確保するものである。 

また、本路線の整備により、東広島市地域防災計画において避難所に指定されて

いる寺西小学校、西条中学校までの迅速な避難が可能になり、防災機能の強化を図

る効果がある。 
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（７）工事進捗状況  

計画工程： ６７.７ ％ （令和４年１２月末日現在） 

実際工程： ７３.４ ％ （令和４年１２月末日現在） 
 

２-２．総括的所見 

調査当日は、事業全体の概要について説明を受け、工事着手までの各段階（計画

・設計、積算、入札・契約）の調査を書類記録の確認と質疑応答により実施した。

同様に、工事施工の各段階（施工計画書、工事の内容と進行状況、施工管理状況）

の調査を書類記録の確認と質疑応答により実施した。 

現地調査においては、工事の周辺環境や現地条件を確認した上で、工事の進行状

況、作業状況、安全衛生看板の掲示状況、安全衛生関係の書類記録について記録確

認と質疑応答を行った。 

その結果、工事の施工状況については、施工計画書に基づき関係法令を遵守して

各種施工管理が適切に実施されていることを確認した。特に、当初契約以降の２回

の工期変更についても、その際の経過記録や打合せ記録が詳細に管理されており、

変更理由が明確になっていた。 

以上より、工事実施に伴う各段階の書類や記録の整備状況及び質疑回答は十分な

ものであり、また工事実施に伴う施工状況や施工管理状況は適切に実施されている

ことを確認した。よって工事全般に関する是正や瑕疵は認められず、概ね適切に工

事が実施されており、良好かつ適正であると判断した。 

技術調査を通して確認した工事技術内容と、気づいた実施上の改善点及び今後の

検討事項を参考意見として取りまとめた。 

 

２-３．計画・設計 

（１）全体事業計画 

西条中央巡回線は市の中央部を巡回している路線である。全区間延長 6,870ｍのう

ち 6,290ｍが既に完成しており、当施工区間は 580ｍの施工であり、令和７年度に完

成・供用する予定となっている。 

・事業期間：平成２６年度～令和７年度 

・基本設計：平成２４年度 

・詳細設計：平成２６年度、令和元年度 

・工事期間：令和３年度～令和７年度 

・今後予定：令和５年度以降も工事を発注予定 
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（２）関連法規及び設計基準の適合 

設計にあたっては、主として下記の技術基準等を使用している。 

・『設計業務共通仕様書』 平成２６年６月 広島県 

・『道路事業設計要領【設計編】』 平成２５年６月 広島県 

・『道路構造令の運用と解説』 平成１６年２月 日本道路協会 

・『道路土工要領』 平成２１年６月 日本道路協会 

・『道路土工 擁壁工指針』 平成２４年７月 日本道路協会 

・『道路土工 仮設構造物工指針』 平成１１年３月 日本道路協会 

・『道路土工 軟弱地盤対策工指針』 平成２４年８月 日本道路協会 

・『舗装設計便覧』 平成１８年２月 日本道路協会 

・『舗装設計施工指針』 平成１８年２月 日本道路協会 

・『防護柵の設置基準・同解説』 平成２０年１月 日本道路協会 

・『道路橋示方書（Ⅰ～Ⅴ）』 平成２４年３月 日本道路協会 

・『土木工事仮設計画ガイドブック（Ⅰ）（Ⅱ）』 日本建設情報総合センター 

・『平面交差の計画と設計 基礎編』 平成１９年７月 交通工学研究会 

・『平面交差の計画と設計 応用編』 平成１９年１０月 交通工学研究会 

・『路面標示設置マニュアル』 平成２４年１月 交通工学研究会 

・『交差点計画の「知恵袋」』 平成１３年２月 （吉岡晴彦：国土交通省） 

・『交通信号の手引き』 平成１８年７月 交通工学研究会 

・『道路の交通容量』 昭和５９年９月 日本道路協会 

・『広島県制定 土木構造物標準設計図』 平成１４年１月 広島県 

・『土木工事数量算出要領』 平成２５年度版 国土交通省 

（３）設計内容 

設計にあたっては、地形測量、路線測量、地質調査をそれぞれ実施している。こ

れらの測量及び地質調査結果に基づき、詳細設計として①道路詳細設計（一般道路

部、交差点部）、②道路構造物設計（排水工、擁壁工）、③擁壁基礎の地盤改良設

計、④施工計画等が実施されており、工法検討及び設計計算に基づいて利便性、経

済性、周辺環境への配慮に優れた工法の選定及び詳細設計を実施している。 

特に、重力式擁壁（Ｈ＜３ｍ）は標準設計を使用しているが、基礎地盤に軟弱粘

土（Ｎ＝２）が存在し、一般的な砕石等の置換工法では置換深度が２.５～３.０ｍと

大きくなるため、掘削時に隣接する民地に大きな影響を及ぼすことになる。この対

策として、基礎地盤の掘削深さが５０ｃｍで対応が可能な地盤補強材による工法が

採用され、擁壁タイプ毎に支持力計算を行って補強材仕様を決定している。 

設計業務については、各設計項目と内容についてチェックシートにより照査が実

施されており、その成果が報告書に添付されていた。 
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（４）所 見 

設計業務は最新の技術基準に基づいて実施されており、設計項目及び内容、構造

の工法比較検討、決定根拠は明確になっている。また、必要な設計図面、設計資等

の裏付け資料が集成されて、設計報告書、設計図面、工事数量及び資料が作成・整

備されている。 

以上のことから、設計業務は適切に実施され設計図書に反映されており、適正で

ある。 
 

２-４．積 算 

（１）積算基準及び単価 

積算にあたっては、詳細設計業務からの数量に基づいて積算数量を決定し、下記

の積算基準に基づいて実施している。 

・『広島県土木工事積算基準書』 令和２年８月 

積算単価は下記の単価表を使用している。 

・『広島県土木工事設計資材単価等（資機材・労務単価）』 令和３年５月 

・『積算資料』 令和３年５月 

・『建設物価』 令和３年５月 

（２）積算作業及び工期の設定 

積算作業は設計担当者、検算者、審査者によりチェックを行い、正確に実施され

ている。工期の設定に関しては、広島県による直接工事費と標準的な工期の関係に

より算定し、課内チェックを実施して決定している。 

（３）所 見 

  積算業務は市の規定に基づいて適正に実施され、その基準や根拠も明確となって

おり、部内のチェック体制も十分で正確性を期していて適正である。 
 

２-５．入札・契約 

（１）入札方式 

  入札は、一般競争入札（総合評価落札方式適用工事（簡易Ⅱ型））により実施さ

れている。 

（２）入札参加資格要件 

  工事請負業者の選定は、『東広島市建設工事執行規則』に基づいて実施されてい

る。参加条件は、①土木工事一式、舗装工事、②市内に本店、営業所があるＡラン

ク業者等であり、評価項目は①企業能力、②配置技術者、③地域貢献、④社会貢

献、⑤施工体制となっている。 

（３）入札状況 

  入札参加要件を満たす３９者のうち、１者が入札に参加している。一般競争入札
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において１者入札となるが、市の規則に基づいて有効であり、審査を実施後に落札

者が決定されている。 

（４）契約業務 

  工事契約時に必要となる下記の各種書類を確認した結果、契約が適正に履行され  

ていることを確認した。 

・契約伺い決裁書 

・工事請負契約書 

・全体工程表 

・建設業許可証         

・現場代理人及び監理技術者届（技術資格） 

・履行保証保険  

・前払い金（あり：４０％） 

・前払い金保証証券       

・労災保険（成立証書）        

・建設業退職金共済制度（掛金収納証） 

・法定外補償保険（建設共済等） 

・賠償責任保険 

・コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）登録 

・施工体系図、施工体制台帳及び再下請通知書 

・その他 

（５）所 見 

  総合評価落札方式は、技術や施工方法等を総合的に評価し、価格と技術の両面か

ら見て最も優れた業者を選定できる。この方式を一定金額以上の案件について、原

則採用していることは高く評価できる。 

  入札及び契約の一連の業務記録を確認した結果、市の諸規則に基づき受注業者が

決定されている。入札契約に関する諸手続は適切に実施され、入札の透明性、客観

性、公平性等が確保されており、適正である。 
 

２-６．発注者の工事監理 

（１）工事監理 

  工事の監理監督には市の施工プロセスチェックシート（施工体制、施工状況）を

使用し、工事の期間を通じて監理をしている。また、工事には地元住民との折衝作

業も多く、監督員が現場に出向いて地元との調整作業を実施している。 

  また、工事請負業者から毎月１回履行報告が提出されており、作業工程表、平面

図、工事写真により工事の進捗状況を確認している。 

  なお、工事の中間検査を令和４年８月２４日に実施している。 
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（２）設計変更 

  第１回目の変更は、関連工事（下水道工事）との関連により、当初予定していた

現道を利用しての進入計画ができなくなり、工事起点側からの工事施工区間を通し

ての進入となったため、この準備期間として６か月工期が延長した。 

第２回目の変更は、隣接している民地側の進入路位置の多くが工事中の民地側の

要望により当初設計から変更となり、この民地折衝及び設計変更により６か月工期

が延長した。 

いずれの変更においても変更経過が記録され、また工事請負業者との協議を実施

した上で、金額変更を伴わずに工期変更を実施しており、その協議記録を確認し

た。 

 当工事の工事発注に関しては、ほぼ同じ時期に工事区域内の５つの関連する工事

が発注され、その完成工期も同じ時期となっていた。工事の施工においては標高的

な上下関係の位置に関連する工事、作業的な前後工程を有する工事もあり、また設

計当初と周辺環境条件の違いもあったため、結果として当初の工程では厳しい工程

となっていた。 

（３）広島県工事中情報共有システムの利用 

  発注者と工事請負業者の情報共有として『広島県工事中情報共有システム』が採

用されている。パソコン上のオンラインシステムを使用した工事打合せ簿、毎月の

履行報告、段階確認に関する計画・報告、工事に関する各種情報のやりとりにより

工事監理を実施しており、時間ロスの短縮、省力化に役立っている。 

（４）所 見 

  工期に関して、工事着手前の当初想定していた工事条件と実際の状況が違ってい

たため、変更が２回実施されている。いずれの変更においても工事業者との協議を

実施した上で、金額変更を伴わずに工期変更を実施していて、その根拠や協議記録

が整理されていた。 

『広島県工事中情報共有システム』は試験供用中とのことだが、有効に活用すれ

ば工事管理の時間や手間も省力化できる有効なツールと考えられる。 

以上の発注者の工事全体に対する監理・監督や実施記録を確認した結果、２回の

設計変更記録も整理されており、工事全体の進め方は適正である。 
 

２-７．施工計画書 

（１）基本方針 

  施工計画書は法令遵守及び発注者の要望を理解し、『広島県土木工事共通仕様

書』、『広島県土木工事施工管理基準』、『広島県土木工事書類作成マニュアル』

の各項目に従い作成されている。 

  現場は、現場代理人及び監理技術者が専任・常駐し現場の作業及び各種の施工管
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理を統括実施しており、必要に応じて本社の支援を受ける組織体制となっている。 

（２）施工方法 

  工事の施工手順及び施工方法が、施工フローと共に作業の図示により、要領よく

わかりやすく記述されている。 

（３）施工管理計画 

  各種施工管理（工程管理、品質管理、出来形管理、安全衛生管理、交通管理、環

境管理）が計画され、段階確認についても具体的に記述されている。また、社内の

検査体制として社内検査員を計画配置している。 

（４）所 見 

  施工計画書は、法令遵守及び発注者の要望を理解し、工事の施工方法、施工管理

方法が各項目ともポイントを押さえた記述となっており、良好である。 

施工計画書は工事施工、施工プロセス管理、品質等の各種施工管理の基本となる

もので、その内容は受注者の工事施工の方針を示す重要なものである。 
 

２-８．施工管理の記録 

（１）設計図書の照査 

  工事着手前に工事業者が現場の基本測量を実施し、その結果と設計図書の照査結

果を確認依頼書に基づき、６項目の確認項目について発注者と協議を実施してい

る。その結果は発注者から確認結果通知書により回答されており、その協議記録を

確認した。  

（２）工事着手時の各種調査 

  工事着手時に架空線及び地下埋設物の調査を実施し、各管理者との協議を実施し

ている。特に地下埋設物の試掘調査記録は、特記仕様書に実施内容、調査計画書及

び試掘調査報告書の提出が明記されているため、その書類について作成・提出を要

望する。 

（３）工程管理 

  作業工程管理は、毎日の作業打合せによる管理、週間工程管理、月間工程管理に

より実施され、月間工程表が履行報告として提出されている。作業工程の進行状況

は令和４年１２月末時点で計画６８％、実施７３％となっており、順調に作業工程

が推移している。 

（４）品質管理 

  使用材料の品質証明書は、施工承諾書を通して確認した結果、適正であった。 

構造物構築の施工管理として、重力式擁壁工の基礎掘削地盤において簡易支持力

測定器（キャスポル）により支持力を測定して、地山地盤の支持力の確認、地盤改

良（シート工法）の仕様の確認を実施している。これより設計時の支持力のフィー

ドバックを実施しており、良好な管理状況である。 
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また、道路構造物はプレキャスト部材を多く使用するため、現場受入れ時検査

（構造寸法、欠損・クラックの有無等）を確実に実施して管理されている。 

（５）出来形管理 

  出来形管理は、規格値に対して社内管理値として規格値の９０％として管理を実

施しており、中間検査時の各種データ管理図（排水工、舗装、擁壁工）を確認した

結果、いずれも管理値以内に収まっていることを確認した。 

また現場管理試験として、道路路床の現場密度試験のデータ及び記録写真、プル

フローリングの記録写真を確認した結果、現場での品質管理試験が実施されている

ことを確認した。 

（６）安全衛生管理 

  現場の安全衛生については、『工事災害発生ゼロ』を目標としている。その具体

的な安全対策項目として、①保護具の着用と服装の徹底、②作業通路の完備、第三

者に対する歩行者通路、表示徹底、③器具・機械類の点検整備、④工事用標識・照

明設備の完備、⑤作業場内・資材置場の整理整頓、⑥資格作業の有資格者配置、⑦

交通輸送の法規順守・安全確保等を設定して、安全衛生管理を実施している。 

  現場のトラブルとして、掘削時の車両系建設機械による既設給水管（φ40mm）の破

損事故が発生しているが、原因分析・対策と作業員への周知徹底により、以降のト

ラブルは発生していない。 

（７）交通安全管理 

  工事施工箇所の進入路、車両出入口に交通安全喚起の工事看板を設置し、ダンプ

トラックによる運搬時の過積載について荷姿を図示し、朝礼時の作業員への周知徹

底を図っている。 

（８）環境管理 

  産業廃棄物は、建設リサイクル法に従って分別解体・処分の予定で、処分業者及

び運搬業者と契約をして、マニフェスト管理（紙帳票）により管理を実施してい

る。工事に伴う騒音、振動、粉塵に対しては、これまでの作業において周辺民地か

らの苦情・トラブルは生じていない。 

（９）所 見 

現場の作業状況及び施工管理の記録を通して工期が２回変更されているが、計画

書どおりの作業や管理が実施されており、変更後の計画工程についても計画どおり

の進行状況が管理されていることを確認でき、現場の作業及び管理状況は良好であ

る。 
 

２-９．現地調査 

（１）現地作業 

  調査当日は、擁壁構造物の人力埋戻し作業、街渠の丁張測量作業が実施されてい



 
 

- １１ -

た。車両系建設機械による作業や不安定な作業は、特に認められなかった。 

  現場内の一般交通が通行する仮道路においても、工事区域を示す仮設バリケード

柵、カラーコーン明示、交通安全看板の掲示が設置されており、第三者に対する交

通安全管理は良好であった。 

（２）安全衛生管理 

現場における安全衛生活動として、毎日の安全朝礼、ＫＹＫ（危険予知活動）、

始業前点検、現場巡視、安全工程打合せ等を実施している。また毎月の災害防止協

議会、安全訓練が実施されている。 

ＫＹＫ記録帳票を確認したが、リスクアセスメント手法により実施されており良

好である。また、毎日の作業打合せ記録、毎月の安全訓練記録が作成されていた。   

（３）安全衛生看板の掲示 

  安全衛生看板は現場事務所前の作業員の良く見える場所に設定されており、建設

業許可証、施工体系図、労災保険成立票、緊急連絡表、作業主任者一覧表、有資格

者一覧表、今月の安全目標等の掲示を確認した。ただし、建設業許可証と施工体系

図は、建設業法の規定に基づき、公衆のよく見える場所での掲示が望ましい。 

１月の現場の安全月間スローガンとして、①第三者障害の防止、②重機災害の防

止の２項目が掲示され、実施されていた。  

（４）所 見 

現場の工事周辺環境及び作業状況、工事現場内の各種安全設備や安全衛生関係看

板の掲示状況を確認した結果、日常の現場作業が安全に実施されており、安全衛生

管理は良好な状態であることを確認した。 

なお、災害防止協議会等の安全衛生関係の開催記録（実施内容、参加者等）は、

実施記録を作成し残しておくことが望ましい。 
 

２-10. 今後の作業について 

１月末の工事の進捗状況は、作業状況からみて８０～９０％程度が予想され、所

定期内には工事が完了するものと推定される。なお、２月以降の作業は道路土工及

び舗装工を中心とした各種の作業が予想されるが、現場内の仮道路の第三者に対す

る交通安全事故と、特に舗装作業時の車両系建設機械と作業員との接触事故には、

十分注意を払って作業を実施することを要望する。 

なお、今後の作業が進行した後、主要な工種がほぼ終了して作業員の気持ちが緩

む時に事故が発生するといった事例が、過去において土木や建築の多くの工事現場

で発生している。 

このため、監理技術者及び協力会社の職長、作業員の全員がコミュニケーション

を十分とりながら、安全で確実な作業手順により工事を実施し、全員の協力の下で

無事故・無災害により竣工を迎えることを期待している。  
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２-11. 現地調査状況写真 
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３．丸山楢原線２工区道路改良工事の技術調査 
 
３-１．工事概要 

（１）工事名称 

  令和４年度 街路整備事業 丸山楢原線２工区道路改良工事 

（２）工事場所 

  東広島市黒瀬町楢原 

（３）工事契約 

  契約方法：一般競争入札 

  予定価格：７７，５７５，３００円（税込み） 

  落札金額：７６，８９０，０００円（税込み） （落札率：９９．１％） 

  契約会社：沖建設株式会社 

（４）工期 

  令和４年９月３０日～令和５年３月３１日 

（５）工事数量 

  延長 Ｌ = 80 ｍ 幅員 Ｗ = 16.0 ｍ 

道路土工  掘削工     Ｖ =   340 ㎥ 

盛土工     Ｖ = 2,760 ㎥ 

擁壁工  場所打Ｌ型擁壁   Ｖ =    40 ㎥ 

      プレキャストＬ型擁壁  Ｌ =    23 ｍ 

排水構造物工 街渠側溝    Ｌ =   144 ｍ 

      暗渠排水管    Ｌ =    43 ｍ 

舗装工  車道アスファルト舗装（路盤工） Ａ =   651 ㎡ 

歩道透水性舗装（路盤工）  Ａ =   353 ㎡ 

ため池改修工 大型ブロック積（750練積）  Ａ =   239 ㎡ 

大型ブロック積（空積）  Ａ =   29 ㎡ 

（６）事業目的 

本路線は、近隣に位置する中黒瀬小学校の通学路となっているが、現道は狭路で

歩道は狭く、歩行者同士の離合が困難で危険な状況となっており、歩行者の安全確

保が求められる。 

令和３年通学路合同点検の結果、道路管理者による対策必要箇所として抽出さ

れ、関係機関が実施する安全教育によるソフト面での対策に加え、道路拡幅による

歩道設置を行い、通学路の安全を確保するものである。 

また、本路線の整備により、東広島市地域防災計画において避難所に指定されて

いる中黒瀬小学校及び中黒瀬保育所までの迅速な避難が可能になり、防災機能の強

化を図るものである。 
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（７）工事進捗状況  

計画工程： １０.０ ％ （令和４年１２月末日現在） 

実際工程： １０.０ ％ （令和４年１２月末日現在） 

 

３-２．総括的所見 

  調査当日は、事業全体の概要について説明を受け、工事着手までの各段階（計画

・設計、積算、入札・契約）の調査を書類記録の確認と質疑応答により実施した。

同様に、工事施工の各段階（施工計画書、工事の内容と進行状況、施工管理）の調

査を書類記録の確認と質疑応答により実施した。 

現地調査においては、工事の周辺環境や現地条件を確認した上で、工事の進行状

況、作業状況、安全衛生看板の掲示状況、安全衛生関係の書類記録について記録確

認と質疑応答を行った。 

その結果、工事の施工状況については、施工計画書に基づき関係法令を遵守して

各種施工管理が適切に実施されていることを確認した。 

以上より、工事実施に伴う各段階の書類や記録の整備状況及び質疑回答は十分な

ものであり、また工事実施に伴う施工状況や施工管理状況は適切に実施されている

ことを確認した。 

現時点においては、工事が初期の段階であるため各工種の作業状況や出来形記録

等は確認できなかったが、今後の最盛期の作業にあたっては、工程管理、品質管理

等の現場作業及び施工管理を確実に実施することを要望する。 

技術調査を通して確認した工事技術内容と、気づいた実施上の改善点及び今後の

検討事項について、参考意見として取りまとめた。 
 

３-３．計画・設計 

（１）全体事業計画 

  丸山楢原線は都市計画道路のネットワーク５路線のうちの一つである。全体延長

が 1,810ｍ、今回の事業認可の施工区間は 760ｍとなっており、令和６年度に完成・

供用する予定である。 

・事業期間：平成２５年度～令和６年度 

・基本設計：平成２６年度 

・詳細設計：平成２６年度、平成２７年度 

・工事期間：平成２９年度～令和６年度 

・今後予定：令和５年度以降も工事発注予定 

（２）関連法規及び設計基準の適合 

設計にあたっては、主として下記の技術基準等を使用している。 

・『道路構造令の運用と解説』 平成１６年２月 日本道路協会 
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・『測量・設計チェックマニュアル』 平成２５年６月 広島県 

・『土木工事数量算出要領』 平成２５年４月 広島県 

・『道路事業設計要領』 平成２５年６月 広島県 

・『平面交差の計画と設計 基礎編』 平成１９年７月 交通工学研究会 

・『平面交差の計画と設計 応用編』 平成１９年１０月 交通工学研究会 

・『地質・土質調査業務共通仕様書』 平成２７年４月 広島県 

・『地盤調査の方法と解説』 平成１６年６月 地盤工学会 

・『道路事業設計要領【設計編】』 平成２５年６月 広島県 

・『道路土工要領』 平成２１年６月 日本道路協会 

・『道路土工 擁壁工指針』 平成２４年７月 日本道路協会 

・『道路土工 切土工・斜面安定工指針』 平成２１年６月 日本道路協会 

・『道路土工 盛土工指針』 平成２２年４月 日本道路協会 

・『道路土工 カルバート工指針』 平成２２年３月 日本道路協会 

・『広島県河川改修マニュアル』 平成２４年３月 広島県 

・『土地改良事業設計指針「ため池整備」』 平成２７年５月 農業農村工学会 

・『土木工事数量算出要領（案）』 平成２７年度版 国土交通省 

・『広島県制定 土木構造物標準設計図』 平成１４年１月 広島県 

・『設計測量チェックマニュアル』 平成１３年４月 広島県 

（３）設計内容 

  設計にあたっては、①道路詳細設計、②ため池改修設計が実施されている。 

道路詳細設計は、道路交通の安全性の確保を基本として設計されている。ため池

改修設計は、池容量を改善・確保の上、池内施設は現況と同じ位置・レベルとし、

経済性、施工性、維持管理性などが総合的に優れている形式とする方針により、た

め池管理者（水利権者）との協議を行って実施されている。 

  道路法面（ため池側）の護岸構造については、５工法の構造形式による比較検討

が実施され、ため池容量、経済性、施工性など総合的に優れている大型ブロック積

擁壁が採用されている。擁壁の基礎地盤はＮ値３の沖積砂地盤が存在するため、他

の形式の擁壁構造も含めて、地震時の液状化、支持力の検討が実施され、砕石置換

工法による設計、施工時の基礎地盤の現地確認試験が計画されている。 

  設計業務については、各設計項目と内容について照査チェックシートに基づいて

照査が実施されており、その設計照査記録が報告書に添付されていた。 

（４）所 見 

  設計業務は最新の技術基準に基づいて実施されており、設計項目及び内容、構造 

の工法比較検討、決定根拠は明確になっている。また、必要な設計図面、設計資等

の裏付け資料が集成されて、設計報告書、設計図面、工事数量及び資料が作成・整

備されている。 
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以上のことから、設計業務は適切に実施され、設計図書に反映されており、適正

である。 

  なお、設計照査報告書は設計報告書に添付されているが、調査時には表示のみで

照査記録成果品が外されていた。照査報告書は設計内容の品質を保証する重要な成

果品であり、確実に元に戻しておくよう要望する。 
 

３-４．積 算 

（１）積算基準及び単価 

  積算にあたっては、詳細設計業務からの数量に基づいて積算数量を決定し、下記

の積算基準に基づいて実施している。 

・『広島県土木工事積算基準書』 令和３年８月 

積算単価は下記の単価表を使用している。 

・『広島県土木工事設計資材単価等（資機材・労務単価）』 令和４年７月 

・『積算資料』 令和４年７月 

・『建設物価』 令和４年７月 

また、積算単価がない街路側溝材料については、３者見積を徴取して平均値を採

用している。 

（２）積算作業及び工期の設定 

  積算作業は設計担当者、検算者、審査者によりチェックを行い、正確性を期して

いている。工期の設定に関しては、広島県による直接工事費と標準的な工期の関係

により決定し、課内チェックを実施して決定している。 

（３）所 見 

  積算業務は市の規定に基づいて適正に実施され、その基準や根拠も明確となって

おり、部内のチェック体制も十分であり適正である。 
 

３-５．入札・契約 

（１）入札方式 

  入札は、条件付き一般競争入札により実施されている。  

（２）入札参加資格要件 

  工事請負業者の選定は、『東広島市建設工事執行規則』に基づいて実施されてい

る。参加条件は、①土木工事一式（災害復旧工事受注３件）、②市内に本店、営業

所があるＡランク業者、③施工実績、④技術者要件となっている。 

（３）入札状況 

  入札参加要件を満たす４２者のうち、１者が入札に参加している。一般競争入札

において１者入札となるが、市の規則に基づいて有効であり、審査を実施後に落札

者が決定されている。 
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（４）契約業務 

  工事契約時に必要となる下記の各種書類を確認した結果、契約が適正に履行され 

ていることを確認した。 

・契約伺い決裁書 

・工事請負契約書 

・全体工程表 

・建設業許可証         

・現場代理人及び主任技術者届（技術資格） 

・履行保証保険  

・前払い金（あり：４０％） 

・前払い金保証証券             

・労災保険（成立証書）        

・建設業退職金共済制度（掛金収納証） 

・法定外補償保険（建設共済等） 

・コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）登録 

・施工体系図、施工体制台帳及び再下請通知書 

・その他 

（５）所 見 

  入札及び契約の一連の業務記録を確認した結果、市の諸規則に基づき受注業者が

決定されている。入札契約に関する諸手続は適切に実施され、入札の透明性、客観

性、公平性等が確保されており適正である。 
 

３-６．発注者の工事監理 

（１）工事監理 

  工事の監理監督には市の施工プロセスチェックシート（施工体制、施工状況）を

使用し、工事の期間を通じて監理している。また、監督員が現場に出向いて、作業

の状況及び工事進捗状況を確認している。 

  また、工事業者から毎月１回履行報告が提出されており、作業工程表、平面図、

工事写真により工事の進捗状況を確認している。 

  現場の工事施工は、水利権者によるため池の水位抜き作業の遅れにより、１か月

程度遅れてのスタートとなっている。 

（２）広島県工事中情報共有システムの利用 

  発注者と工事請負業者の情報共有としての『広島県工事中情報共有システム』の

利用は受注者の任意となっていたが、施工業者側の希望により利用されていた。パ

ソコン上のオンラインシステムにより、工事打合せ簿、毎月の履行報告、段階確認

に関する計画・報告、工事に関する各種情報のやりとりを行っている。 
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（３）所 見 

  現場の工事施工は実質的に１２月からのスタートとなっており、１月以降本格的

な工事施工を迎える状況となっている。『広島県工事中情報共有システム』の利用

については、有効に活用すれば工事管理の時間や手間も省力化できる有効なツール

と考えられるため、今後積極的な活用を期待する。 

以上の発注者の工事全体に対する監理・監督や実施記録を確認した結果、工事の

進め方は適正である。 
 

３-７．施工計画書 

（１）基本方針 

  施工計画書は、法令遵守及び発注者の要望を理解し、『広島県土木工事共通仕様

書』、『広島県土木工事施工管理基準』、『広島県土木工事書類作成マニュアル』

の各項目に従い記載されている。 

  現場は、現場代理人及び主任技術者が専任・常駐し現場の作業及び施工管理を統

括実施しており、必要に応じて本社の支援を受ける現場組織体制となっている。 

（２）施工方法 

  工事の施工手順及び施工方法が、施工フローと共に作業の図示により詳しく示さ

れている。施工方法のうち、堤体盛土工の施工計画（材料、締固施工、施工管理方

法）は、特記仕様書にも詳細に明記されているとおり、技術的難易度の高いもので

あり、詳細な施工計画の作成や記述が望まれる。 

（３）施工管理計画 

  各種施工管理（工程管理、品質管理、出来形管理、安全衛生管理、交通管理、環

境管理）が計画され、段階確認についても具体的に記述されている。また、社内の

検査計画についても記述されている。 

（４）所 見 

  施工計画書は、法令遵守及び発注者の要望を理解し、工事の施工方法、施工管理

方法が各項目とも見やすく記述されていたが、工事の重要な工種である、ため池の

堤体盛土工の施工計画が記述されていなかったのが残念である。 

施工計画書は工事施工、施工プロセス管理、品質管理等の各種施工管理の基本と

なるものであり、その内容は受注者の工事施工の方針を示す重要なものであるた

め、主要工種の計画についてはもれのない確実な記載を要望する。 
 

３-８．施工管理の記録 

（１）設計図書の照査 

  工事着手前に現場の基本測量を実施し、その結果及び設計図書の照査結果を基に

発注者と協議を実施しており、設計照査は特に問題がなかった。 
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（２）工事着手時の各種調査 

  工事着手時にため池関係の調査を実施しているが、道路部の地下埋設物調査は今

後の予定となっている。特に地下埋設物の試掘調査については、特記仕様書に実施

内容、調査計画書及び試掘調査報告書の提出が明記されているため、この書類の作

成・提出を要望する。 

（３）工程管理 

  作業工程管理は毎日の日常工程管理、週間工程管理、月間工程管理が適切に計画

実施され、月間工程表が履行報告として発注者に提出されている。現時点において

作業の進捗状況は令和４年１２月末時点で計画１０％、実施１０％となっている。 

（４）品質管理 

  使用材料の品質証明書は、施工承諾書を通して確認した結果、適正であった。工

事の進行に伴ってプレキャストコンクリート部材の搬入・使用が多くなるため、現

場搬入時の確実な受入れ検査の実施と記録の作成を要望する。 

擁壁工の基礎地盤については、簡易支持力測定器（キャスポル）により地盤支持

力を確認・判定をして、設計時の基礎の支持地盤の確認及び地盤改良（砕石置換

工）の確認・評価を実施する予定となっている。 

（５）出来形管理 

  出来形管理は、規格値に対して社内管理値として規格値の８０％として管理を実

施しているが、現時点において構造物の完成はない。 

（６）安全衛生管理 

  現場作業は常時１０人以下の作業であるが、統括安全衛生責任者を選任して現場

の安全管理体制を構築し、現場の統括管理が実施されている。 

また、現場の安全衛生管理については、工事期間中の『無事故・無災害の達成』

を目標として、各種の安全衛生管理活動が実施されている。   

（７）交通安全管理 

  作業所交通安全委員会を設置し、①運転者名簿の作成、②パトロール実施、③シ

ートベルトの着用を実施している。また、①過積載の防止、②過労運転の防止、③

交通法規の遵守、④夕暮れ時の速度ダウンと点灯について、作業員への周知徹底を

図っている。 

（８）環境管理 

  産業廃棄物は、建設リサイクル法に従って分別解体・処分の予定で、処分業者及

び運搬業者と契約をして、マニフェスト管理（紙帳票）により管理を実施してい

る。工事に伴う騒音、振動、粉塵に対しては、これまでの作業において周辺民地か

らの苦情・トラブルは生じていない。 

（９）所 見 

  現場の作業は、水利権者によるため池の水抜き作業の遅れにより全体工程の遅れ
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が予想される中で、これから最盛期を迎えることとなる。 

  このような厳しい作業工程の条件下での作業を実施していく中で、作業に伴う品

質管理をはじめとする各種施工管理を確実に実施しながら工事作業を行うことを要

望する。 
 

３-９．現地調査 

（１）現地作業 

調査当日は現場代理人が不在で作業は実施されていなかったが、現場周辺の環境

と現地作業の進行状況を確認した。現地の作業として、工事用出入口及び工事用仮

設進入路、ため池側の大型ブロック積擁壁工、道路側の現場打擁壁工の作業の状況

を確認した。 

  工事用出入口は、交通量が多い現道横からの乗入れで、常時交通誘導員が配置さ

れている。また、工事区域内への立入防止のための工事用バリケードが設置されて

いた。 

（２）安全衛生管理 

  現場における安全衛生活動として、日常計画として安全朝礼、ＫＹＫ（危険予知

活動）、始業前点検、現場巡視、工程及び安全打合せ等を実施している。また、月

間計画として、安全衛生協議会、災害防止大会、本社安全パトロール等が実施され

ている。 

ＫＹＫ記録帳票を確認したが、リスクアセスメント手法を用いて実施されてい

た。各種の安全衛生管理活動は実施記録を作成し、作業所において保管する計画と

なっている。 

（３）安全衛生看板の掲示 

安全衛生看板は現道交差点近くの公衆の良く見える場所に設置されており、建設

業許可証、施工体系図、労災保険成立票、建退共への加入表示、作業主任者一覧

表、有資格者一覧表、緊急時連絡表等の掲示を確認した。 

また、現道交通に対する工事看板や工事内の各種安全看板についても確認した結

果、良好な状況である。 

（４）所 見 

現場の工事周辺環境、作業状況、各種安全帳票記録、各種安全衛生関係看板の掲

示状況の確認により、日常の現場安全作業や安全衛生活動は確実に実施されている

ことを確認した。 

  今後工事の最盛期を迎え、各種の工事作業が同時に並行実施する状況となるた

め、安全作業や安全衛生管理を確実に実施していくことを要望する。 
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３-10. 今後の作業について 

（１）堤体盛土の施工 

  堤体盛土工は、特記仕様書にも仕様が示されているとおり、通常の道路の路体や

路床の盛土とは異なり、盛土体の強度と透水性が重要な品質管理特性（締固め度９

５％、透水係数１×１０-４～５×１０-５cm/sec）となるため、この仕様を満たす盛土

材料の選定が重要になってくる。 

堤体盛土施工管理においては、選定された盛土材料による土質試験（物理試験、

突固め試験、透水試験）を実施して、これに基づいて締固め管理基準値（乾燥密

度、含水比）を作成し、次に現地での現場締固め試験（試験盛土）を実施し、その

結果から施工時の締固め作業基準（巻出し厚さ、仕上り厚さ、締固め機種、締固め

回数）を決める作業手順となる。 

このような品質が求められる堤体盛土の施工は、限られた狭い作業場所内での重

機作業となり、技術的難易度の高い締固め作業の管理や品質管理の実施が要求され

る。そのための準備や段取りの作業工程も必要である。 

（２）現場の安全衛生管理 

  ２月に入ると工事の最盛期を迎えるが、現況道路の交通量の多い横での工事作業

でもあり、工事用資材の搬入も多くなるため、出入口部の車両の確実な誘導による

搬入出管理、特に第三者との車両交通事故の防止を要望する。 

  現場内作業においては、狭い作業範囲で作業重機と作業員の接触作業や、現道レ

ベルと擁壁等の構造物の施工場所の上下作業も発生するため、安全管理の確実な実

施を要望する。 

（３）今後の作業工程の再検討 

特記仕様書によると、契約工期末の３０日前までに現場作業を終了しなければな

らないことが示されている。 

今後の現場作業は、多くの工種が狭い工事区域（８０ｍ）の中での混在作業（輻

輳作業）となるため、各工種の作業調整や工程調整が必要となる。したがって、２

月末までに現場作業が終了できるかどうかについて、早急に各作業工程の詳細な再

検討を要望する。万一作業工程が間に合わないということになれば、現場内及び現

場外の対策が必要となり、その影響も大きなものになる。 

  当工事が、余裕をもって確実な施工管理を実施しながら無事故、無災害で完成す

ることを期待している。 
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３-11. 現地調査状況写真 
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現場打擁壁施工状況 
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安全衛生看板掲示状況 

 

 

 

 

 


